
1/15 

○小美玉市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱 

令和３年２月26日 

告示第25号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険

ブロック塀等を撤去するものに対し、予算の範囲内で小美玉市危険ブロック

塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小美玉

市補助金等交付規則(平成19年小美玉市規則第55号)に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において「危険ブロック塀等」とは、倒壊の危険性があり、

かつ、倒壊によって小美玉市教育委員会若しくは各学校が指定した通学路又

は小美玉市地域防災計画で指定する緊急輸送道路(以下「通学路等」という。)

を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造若しくは補

強コンクリートブロック造の塀をいう。 

(補助対象事業) 

第３条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の

各号に掲げる要件の全てを満たす危険ブロック塀等の全部、又は一部を撤去

する工事であって、小美玉市に本店、支店又は営業所等を有する建設業者、

解体工事業者が施工する事業を対象とする。 

(１) 小美玉市内に所在し、補助対象者が所有するものであること。 

(２) 小美玉市の通学路等に面するものであること。ただし、小美玉市教育

委員会若しくは各学校が指定した通学路については、この補助金の交付申

請を提出する日から過去２年間の期間において指定のあった通学路を含め

ることができる。 

(３) 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。 

(４) 補助金の交付決定のあった日から40日以内に工事の着手ができること。 

(５) 補助金の交付申請をする年度の１月31日までに工事を完成できること。 
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(６) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことが無

いこと。 

(７) 売買を目的とする土地に所在しないものであること。 

(８) 補助対象者が市税等を滞納していないこと。 

(補助対象者) 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業に係る危険ブロック塀等の

所有者又は共有者とする。 

(補助対象経費) 

第５条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、

補助事業に要する経費のうち、対象危険部分の全部の撤去又は一部の撤去に

係る経費とし、消費税及び地方消費税の相当額を除いた額とする。 

(補助金の額) 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額と撤去する部分の延

長に１メートル当たり14,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に、３分の

２を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額)とする。ただし、100,000円を限度とする。 

(補助金の交付申請) 

第７条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美

玉市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第１号)に、必要な書類を

添えて、当該申請に係る工事を着手する前に、市長に提出しなければならな

い。 

２ 補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物であるときは、前項の規定によ

る申請をする者は、当該申請に関して他の共有者の同意を得なければならな

い。 

(補助金の交付決定) 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審

査の上、補助金の交付を決定し、小美玉市危険ブロック塀等撤去補助金交付

決定通知書(様式第２号)により申請者に通知するものとする。 
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(変更の申請等) 

第９条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」とい

う。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに小美玉市危険ブロ

ック塀等撤去補助金変更等承認申請書(様式第３号)を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

(１) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)をしようとするとき。 

(２) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。 

(３) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めるときは小美玉市危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認通知書(様

式第４号)により申請者に通知するものとする。 

(立入調査) 

第10条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、担当職員に補助事業

に係る危険ブロック塀等に関係のある場所に立ち入らせるとともに、関係す

る書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により当該職員が立ち入り、又は調査するときは、その身分を

示す証明書を携帯し関係者に提示しなければならない。 

(実績報告) 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは小美玉市危険ブロック塀等

撤去補助金実績報告書(様式第５号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了

した日から起算して30日を経過した日までに市長に報告しなければならない。 

(補助金の額の確定) 

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認め

るときは、補助金の額を確定し、小美玉市危険ブロック塀等撤去補助金額確

定通知書(様式第６号)により補助事業者に通知するものとする。 

(補助金の交付請求) 

第13条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、小美玉市
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危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第７号)により市長に補助金の

交付を請求しなければならない。 

(補助金の交付の取り消し) 

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付決定を取り消し、小美玉市危険ブロック塀等撤去補助金交付決

定取消通知書(様式第８号)により通知するものとする。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(２) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(３) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めると

き。 

(補助金の返還) 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に

対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、小美玉市危険ブロック

塀等撤去補助金返還命令書(様式第９号)により行うものとする。 

（事業実施期間） 

第16条 この告示の実施期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とす 

る。 

(補則) 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

 この告示は、公布の日からから施行する。 

 

附 則(令和８年告示第123号) 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号(第７条関係) 

様式第２号(第８条関係) 

様式第３号(第９条関係) 

様式第４号(第９条関係) 

様式第５号(第11条関係) 

様式第６号(第12条関係) 

様式第７号(第13条関係) 

様式第８号(第14条関係) 

様式第９号(第15条関係) 

 


